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「熱中症』とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、

体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害を総称した疾病で、

重篤な場合死に至る可能性の高い、恐ろしい疾病です。

福岡県下の熱中症の発生状況の推移(平成27年~令和6年)
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熱中症による休業4日以上の死傷者数(人)の推移 ※ ( )内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数

熱中症を防ぐには、自分の体調管理だけではなく、働く環境の状態を確認する必要があり、

暑熱環境に順化することが重要です。労働者自身も深酒や睡眠不足を避け、体調不良の時

はためらわずに上司や同僚に報告しましょう。

※ 6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、
・熱中症発症の報告体制の確立、関係作業者への周知
・熱中症悪化防止のための必要な渚置及び手順の策定、関係作業者への周知
が義務化されます。

※暑さ指数 (WBGT)は環境省「環境省熱中症予防情報サイトjの中で公表しています。
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(STEP¥ 口暑さ指数 (WBGT)の把握
¥..._ 1 ___/ JIS規格(JISB 7922)に適合したWBGT測定器で測りましょう。

/ιらhY
¥._2ノ測定した暑さ指数に応じて次の対策を取りましよう弘。

口 i 暑さ指数を下げるため 1 3~ ~ . _ I '¥ 
の設備の設置 い4 /"イペ 休コ、I__J  

口 i休憩場所の整備 |;/《時九九九 ι に
口 i涼しい服装など

口 !作業時間の短縮

口 j熱への)1憤化、

プレクーリング

口 1水分・塩分の摂取

口 i健康診断結果に

基づく対応

口 !日常の健康管理

など
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暑さ指数が高いときは、単独作業を控え、

作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。

暑さに慣れるまでの聞は十分に休憩を取り、 1週間程度かけて織々に身体を慣5し

ましょう(新規入職者・休み明け労働者は特に注意が必要です)。

アイススラリーを摂取し体の内部を冷却するプレクーリングも有効です。

水分・塩分を携行し、 定期的に水分等を摂取しましょう。

①糖原病、 ②高血圧症、 ③心疾患、 ④胃不全、
⑤精神・神経関係の疾患、 ⑥広範囲の皮膚疾患、 ⑦感冒、

⑧下痢などがあると熱中症にかかりゃすくなります。
医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。

前日の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、
当日は朝食をきちんと摂ったか、管理者は確認
しましょう。熱中症の具体的症状について説明
し、早く気付くこと力?できるようにしましょう。

口 i労働者の健康状態の !作業は相方を組ませる等複数人体制をとり、管理者だけではなく、

確認 i作業員同士でもおEいの健康状態をよく確認しましょう。

/らTE~ 熱中症予防管理者は、暑さ指数を確認し、
¥._3ノ巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

口暑さ指数の低減対策は実施されているか il竪 口異常時の措置
口各労働者が暑さに慣れているか ・←ー ー

口各労働者は水分や塩分をきちんと摂っているか

口各労働者の体調は問題ないか

口作業の中止や中断をさせなくてよいか

~少しでも異変を感じたら~

・作成した連絡体制、対応手順等に基づき対応

・一旦作業を離れ、身体を濡5し送風等により冷却

.症状が回復しない場合は麗躍なく病院に搬送

-・・・・・・E璽開明野曙m圃司IIE官官国・
口暑さ指数の低減効果を改めて確認し、必要に応じ対策を追加

口暑さ指数に応じた作業の中断等の徹底

口水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

口作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

口熱中症のリスク力清まっていることを含め教育を実施

口体調不良の者に異常を認めたときは、跨躍することなく、救急隊を要請


